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「臨時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について 

 

 

当社は、本日付で「Ichigo Trustからの追加資金調達に関する基本合意書締結のお知ら

せ」にてお知らせしたとおり、Ichigo Trustとの間で追加資金調達に関する基本合意書を

締結したことに伴い、2020年 3月 25日開催の「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項にお

いて、修正すべき点が生じましたので、下記のとおり修正させていただきます。 

 

記 

 

 １．「臨時株主総会招集ご通知」22ページ「第２号議案 第三者割当によるＢ種種類株式

及び新株予約権発行の件」の記載の一部（訂正箇所は、下線を付して表示しております。） 

 

【修正前】 

会社法第199条、第236条及び第238条の規定に基づき、下記１.に記載の理由により、下記

２.に記載の内容で、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三

者割当による、株式会社ジャパンディスプレイＢ種優先株式（以下「Ｂ種優先株式」といい

ます。）の発行（以下「Ｂ種優先株式第三者割当」といいます。）、及び株式会社ジャパン

ディスプレイ第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本新

株予約権第三者割当」といい、Ｂ種優先株式第三者割当と併せて「本第三者割当」といいま

す。）についてご承認をお願いするものであります。 

（中略） 

なお、本第三者割当は、本総会において第１号議案及び第２号議案が承認されること等を

条件としております。 

 

【修正後】 

会社法第199条、第236条及び第238条の規定に基づき、下記１.に記載の理由により、下記

２.に記載の内容で、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三

者割当による、株式会社ジャパンディスプレイＢ種優先株式（以下「Ｂ種優先株式」といい



ます。）の発行（以下「Ｂ種優先株式第三者割当」といいます。）、及び株式会社ジャパン

ディスプレイ第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本新

株予約権第三者割当」といい、Ｂ種優先株式第三者割当と併せて「本第三者割当」といいま

す。）についてご承認をお願いするものであります。 

（中略） 

なお、本第三者割当は、本総会において第１号議案及び第２号議案が承認されること等を

条件としております。 

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け、中国のサプライチェー

ン及び個人消費の影響を強く受ける当社を取り巻く事業環境も悪化しており、2020 年１月

31 日時点で必要な設備投資資金及び運転資金として想定していたＢ種優先株式による調達

額である 504億円に加えて、2021年３月期第２四半期以降、追加で約 50億円の運転資金が

必要となる可能性が生じました。そのため、当社は、追加的な運転資金の確保を目的とする

場合の資金調達について、いちごトラストに事前に検討の要請をいたしました。これに対し、

いちごトラストからは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う警戒感の高

まりによる世界的な株式市場の下落に伴い、当社普通株式の市場株価についても、2020 年

３月 12 日時点での株式会社東京証券取引所市場第一部における終値が 48 円と、2020 年１

月 31 日時点の終値 70 円から約 31％の大幅な下落を生じる事態となったことから、このよ

うな市場環境及び株価水準が継続した場合には、いちごトラストの投資家に対する善管注

意義務の観点から、当社普通株式を対価とする取得請求権に係る転換価額が 50円であるＣ

種優先株式を目的とする本新株予約権は行使し難い旨の懸念が示されました。それを踏ま

え、いちごトラストからは、当社の要請する上記の追加資金調達を実現するため、本新株予

約権を放棄した上で、本新株予約権の目的であるＣ種優先株式に準じた内容（但し、転換価

額は 20円）の株式会社ジャパンディスプレイＥ種優先株式（以下「Ｅ種優先株式」といい

ます。）を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第 12回新株予約権（以下「本追加新株

予約権」といいます。）も併せて引き受けることを前提に、Ｃ種優先株式に準じた内容の株

式会社ジャパンディスプレイＤ種優先株式（以下「Ｄ種優先株式」といいます。）の引受け

が可能である旨の意向が示されました。 

そこで、当社は、2020年３月 13日付で、いちごトラストとの間で、追加的な運転資金の

確保の蓋然性を高めるため、追加資金調達に関する基本合意書（以下「本追加合意書」とい

います。）を締結し、いちごトラストに対する第三者割当の方法によるＤ種優先株式及び本

追加新株予約権の発行による最大 604 億円の資金調達を実施する旨の最終契約の締結に向

けて協議を進めることを合意いたしました。Ｄ種優先株式の払込金額の総額は 50億円規模

とする予定です。また、いちごトラストの意向を踏まえ、本追加新株予約権の発行価格は無

償、本追加新株予約権の行使に際する払込金額の総額は 554億円とし、Ｅ種優先株式に付与

する当社普通株式を対価とする取得請求権に係る当初転換価額は 20円とする予定です。Ｄ

種優先株式及びＥ種優先株式のその他の内容については、Ｄ種優先株式に付与する当社普



通株式を対価とする取得請求権に係る当初転換価額は 50円とする等、現時点ではＣ種優先

株式に準じた内容を想定しておりますが、具体的な内容については、今後両社協議の上決定

する予定です。なお、本追加新株予約権の行使による調達資金は、株式会社 INCJの当社に

対する貸付の期限前弁済に充当することを予定しております。 

本追加合意書においては、Ｅ種優先株式を目的とする本追加新株予約権が発行された場

合には、当該時点でいちごトラストが保有するＣ種優先株式を目的とする本新株予約権の

全部を放棄する旨合意しております。そのため、本総会において、本議案の内容として株主

の皆様によるご承認をお願いする本新株予約権第三割割当に係る本新株予約権については、

今後、本追加新株予約権が発行された場合には、全て放棄され、Ｃ種優先株式を目的とする

本新株予約権による希薄化は生じないこととなります。 

なお、Ｄ種優先株式及び本追加新株予約権の発行は、2020年６月下旬に開催を予定してい

る当社定時株主総会におけるＤ種優先株式及び本追加新株予約権の発行に関連する議案、

並びにＤ種優先株式及び本追加新株予約権の目的となるＥ種優先株式の発行のための定款

の一部変更に係る議案の承認が得られること等を条件とする予定です。 

 

以上 


